
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

２３９０１

若手研究(B)

2015～2012

貧困対策におけるストック資源充足の意義と課題

The Signification and Important and Relevant Problems of Anti-Poverty Policy in 
Ensuring Sufficient Stock Resources

００５８０７２１研究者番号：

野田　博也（NODA, Hiroya）

愛知県立大学・教育福祉学部・准教授

研究期間：

２４７３０４７６

平成 年 月 日現在２８   ６   ８

円     2,900,000

研究成果の概要（和文）：　貧困対策では、短期的な必要の充足をする給付の支給に加え、ライフコースにおける不意
の出費や将来の投資等といった長期的な必要を充足するストック資源の提供も重要である。
　金融化が進む現代社会において貧困家庭がストック資源を充足するためには、基礎的な金融を活用する機会や能力の
確保が不可欠となる。この課題は金融排除や金融包摂の概念や言説を中心に論じられている。アメリカにおける資産福
祉もしくは貯蓄を促す事業は、特に子どもの貧困対策として支持を得ている。また、その事業には金融に関する能力を
高める金融教育も組み込まれている。日本においても、類似の論点や動向は債務対策等との関連で議論されている。

研究成果の概要（英文）：It is important that an anti-poverty policy provides stock resources, such as 
savings, that can satisfy long-term needs throughout the life course in addition to providing benefits 
for short-term needs. In order for poor families to obtain sufficient stock resources, attaining 
opportunities and the capability to utilize basic finance are crucial in a financialized modern society. 
This issue has been discussed by focusing on the concept and discourse of financial exclusion and 
financial inclusion. Asset welfare or matched savings programs have found favor in the U.S.A. as part of 
a scheme to reduce child poverty and a financial education program to enhance capabilities for finance 
has also been incorporated in the scheme. In Japan, similar issues and trends are discussed in relation 
to measures to reduce personal debt.and trends are discussed in relation to measures to reduce personal 
debt.

研究分野： 社会福祉学
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１．研究開始当初の背景 
戦後「福祉国家」が前提していた経済状況

や雇用形態、家族関係、生活様式等は変容し、
社会的リスクの個別化・多様化が進んでいる。 
このなかで、安定した雇用や家族内の私的扶
養、標準的なライフサイクルを想定した社会
保険や公的扶助が機能しなくなった。この結
果、貧困問題の悪化が再び問題となり、旧来
とは異なる予防的・事後的な貧困対策の在り
方が模索されている。 
就労支援の強化や基本所得等の多様な手

法や構想が示されているが、このなかにスト
ック資源を重視する資産福祉の議論がある。
従来の貧困対策は生活に要する資源を月単
位に捉え短期的な必要を充足されることに
主眼を置いていた。これに対して、資産福祉
では将来の消費や不測の事態を想定したス
トック資源の蓄積を前もって促す仕組みで
ある。貧困研究では、この資産福祉の展開は
日本においても研究を進めるべき課題のひ
とつとして指摘されてきた。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、有形・私有の財に焦点を
置き、かかるストック資源を充足する貧困対
策の意義と課題を明らかにすることである。 
このために、まず、ストック資源に関わる

理論的な枠組みについて、貧困の概念論等を
参考について検討する。また、ストック資源
を有形・私有の貯蓄形成を特に重視し、その
促進を目指す事業の特徴を明らかにする。更
に、従来の貧困対策におけるストック資源の
特徴や意味づけを検討する。 
 
３．研究の方法 
ストック資源は、有形・無形の財や私有・

共有される財等で分類できる。最低限生活保
障との関連としては、有形・私有の資源の保
有・形成をどのように実現するかが問われる。
有形・私有の財のなかでも、特に貧困対策と
しての貯蓄の推進策に注目した。この貯蓄に
加え、借入（貸付）等のストック資源を提供
する他の手法に関わる議論も補足的に含め
ることとした。 
 これに該当する政策は幅広いが、まず、貯
蓄推進策としては、個人開発口座（Individual 
Development Accounts）に注目した。この
事業は多くの国において展開されているが、
特に発祥国であるアメリカ合衆国の展開を
重視した。 
また、ストック資源の充足を促す政策はマ

イクロファイナン論でも強調されていると
ころであり、社会開発領域の議論も範囲に含
めた。 
理論的な議論としては、上記の他に、貧困

論や社会的排除論を主導するイギリスの展
開にも注目した。イギリスの場合は、特に理
論的な研究動向への理解を深めるために、そ
の背景でもある政策・実践動向を含めた。  
これら諸外国の展開を踏まえながら、日本

において関連する動向や議論について検討
した。 
一連の研究では、政策に関わる法規や議事

録、二次データ、報告書等を根拠とした。必
要に応じて現地に赴き、資料の収集や関係者
に対する聞き取りを通じて政策・実践の理解
等について確認・議論を行い、ネットワーク
の構築に努めた。 
 
４．研究成果 
（１）理論研究 
資産福祉、とりわけ貯蓄の貧困についての

先行研究を起点として理論研究を進めるこ
とを当初予定していた。しかし、研究を進め
るなかで、貯蓄の欠乏の背景ないし前提とし
て、銀行口座が保有できない（しない）問題
等の基礎的な金融の利用が困難となってい
る状況が特に欧米で問題視されていること
がわかった。この包括的な議論は、特に欧州
において金融排除として議論されており、な
かでもイギリスがその議論や政策を主導し
ていることがわかった。このため、金融排除
論に関する研究を、資産福祉の理論的枠組み
の基盤と位置付け、ここに焦点を置いて研究
した。また、金融排除は社会的排除の諸次元
のひとつとして理解できる。社会的排除と貧
困を結ぶ議論を参考にしながら、金融排除の
概念を批判的に論じた。 
まず、社会構造の変容に関して、社会の金

融化の議論がある。これは、企業組織の経済
活動において金融が重要な役割を占めるだ
けでなく、人々の社会生活において金融サー
ビスの利用が標準となりつつあることを指
す。この場合の金融サービスとは株式の運用
等ではなく、銀行口座の保有を含む銀行サー
ビスを媒介とした現金の授受・送金、貯蓄、
保険、貸付を主に指す。このような基礎的な
金融を利用できないことによって、社会生活
上の不利益が助長され、貧困が継続ないし助
長される一因となる。今後の貧困論を論究す
る場合には、必要充足の手法として基礎的金
融を加味することが重要となることを示唆
していることが分かった。 
次に、金融排除論とは何かである。イギリ

スの金融排除をめぐる政策動向の一部は日
本でも金融論者を中心に紹介されていたが、
本研究ではイギリス政府資料や調査報告書
をより詳しく参照し、当該概念の特質を論じ
た。この研究成果として、「金融排除の概念」
（『愛知県立大学教育福祉学部論集』）を執筆
した。金融排除とは、上述したように基礎的
金融の利用が困難になることによって通常
の社会生活を営むことができなくなる状態
及びその過程を示している。金融排除は社会
的排除の一面として理解され、イギリス政府
は貧困対策の一部として取り組んできた。こ
の研究では、この金融排除の概念について社
会的排除論と貧困論の知見をもとに考察し
たが、金融排除概念に啓発的・象徴的な特質
がある反面、分析的・計量的な概念（操作的



定義）としては曖昧であることを指摘した。 
 なお、金融排除という用語はアメリカでも
使われているが、この場合は銀行口座の不保
持を主に示す傾向がある。 
 
（２）アメリカの展開  
アメリカの資産福祉については、実践をリ

ードしてきた民間組織の展開について全米
規模の組織、州全土ないし大都市を活動範囲
とする組織、より小規模の地域で活動する組
織に大別し、それぞれの展開を検討した。全
米レベルの組織は、アメリカ全体の資産の貧
困に関する実態調査を定期的に実施・公開す
るだけでなく、民間組織のネットワークを構
築するための催しも数多く開催していた。そ
れらを活かし、政府関係者にも働きかけるな
どの政治的活動も活発に実施していた。 
州全土ないし大都市を舞台とする民間組

織についてみると、まず全ての州においてそ
のような組織があるわけでなく限定されて
いることがわかった。しかし、一部の大都市
では行政が資産福祉のアイディアを積極的
に摂取し、行政間のネットワークを構築する
運動を展開している動きが活性化していた。
これに関して、例えばハワイ州では、本土で
先駆的な展開をしている組織や行政による
実践から学習を深め、独自の展開を模索して
いた。この動向については、「ハワイにおけ
る資産福祉の文化的視座」（『人間発達学研
究』）にて詳しく論じた。ここで得られた主
な知見は、資産福祉の議論は、長期的な視点
において他の再分配政策とは区別され特徴
づけられるが、承認の視点も重要となってく
ることである。例えば、民族構成が多様なハ
ワイでは、先住民の文化的な特徴を資産福祉
の構想・理念に反映させる取組みがあった。 
ただし、このような展開をより具体的に検

討するためには、より小規模な地域で活動す
る組織の実践を検討する必要がある。上述の
ハワイでは、資産福祉の対象を、学校の生徒、
貧困地区に住む若者、社会的養護（特に里子）
経験のある若者等に対して実施しており、い
くつかの教育・社会福祉事業に統合して行っ
ていることも分かった。 
このような民間組織の展開に加え、政府の

政策の動向を検討した結果、資産福祉の枠の
なかで、いくつかの特徴的な実践・政策が組
み込まれていることが分かった。1 つ目は、
金融ケイパビリティの向上を図る金融教育
等の取り組みである。これは連邦政府や一部
の州政府でも重視されており、金融に関する
基礎的な知識だけでなく、それを適切に使い
こなし家計管理を行うような行動変容を図
る介入である。一部の民間組織では資産福祉
の名のもとに、この金融教育を最重視して事
業を展開していた。 

2 つ目は、旧来の公的扶助における資産制
限の撤廃ないし緩和である。この動きについ
ては以前から指摘されていたが、この動きが
更に広がっていた。3 つ目は、税制を活用し

た給付付き税額控除の活用を推進すること
である。給付付き税額控除による給付は一括
給付される。これを口座に入れ、貯蓄に回す
ことを促す。この事業の利用を促すボランテ
ィア事業も活性化していることが分かった。 
 
（３）イギリスの展開  
 先に触れたように、金融排除論に関する理
論研究を深めるうえで、その背景・前提とな
るイギリスの政策・実践動向についても一定
程度の検討が必要であった。 
これに関する研究成果として、まず「イギ

リス政府における金融包摂策のアジェンダ
設定」（『人間発達学研究』）を執筆した。こ
の論文では、上述した「金融排除」という啓
発的・象徴的な用語を使用した実際の政策展
開の特徴について、特に 1990 年代後半から
2000 年代前半のイギリス労働党政権の取り
組みを分析・考察した。当初は金融排除をめ
ぐる複数の論点が示されており、関連する調
査研究や改善策も一部実行されていたが、最
終的な国家戦略活動計画においては「普遍的
銀行サービス」を郵便局ネットワークの活用
を通して広げることなどに焦点が絞られて
きたことを指摘した。 
 また、民間組織の実践としては、トインビ
ー・ホールの取組みに着目し、論文「近年の
トインビー・ホールとセツルメントの実践原
理」（『愛知県立大学教育福祉学部論集』）に
まとめた。トインビー・ホールは、セツルメ
ントの嚆矢としても知られるが、現在はイギ
リスにおける金融包摂の実践に関わる代表
的な民間機関のひとつとなっていた。トイン
ビー・ホールは貧困撲滅を活動目的に掲げな
がらも、特に貧困の社会関係的側面に対する
活動を重視しており、その中のひとつに金融
サービスからの排除を位置付け、特定地域か
ら全英レベルにいたるまで幅広い活動を展
開していた。 
 
（４）開発途上国の展開（フィリピン） 
基礎的金融を活用した貧困対策は、開発途

上国におけるマイクロファイナンス論とし
て蓄積がある。 
 この研究では、マグサイサイ賞を受賞した
経験のあるフィリピンのカード（CARD）とい
う民間機関の実践に着目した。論文「マイク
ロファイナンスにおける諸サービスの関係
－フィリピンの CARD MRI が提供する小規模
貸付及び小規模貯蓄、小規模保険に着目して
－」（『人間発達学研究』）では、貸付だけで
なく、貯蓄サービスや保険サービスの展開を
追い、それぞれの手法の関係を考察した。異
なる手法には異なる機能（長所・短所）があ
るが、貸付を軸としながらも、貯蓄や保険が
貸付の限界やリスクを補い、地域住民のニー
ズ充足と機関運営の安定的な経営（運営）の
バランスを図っていることが分かった。政府
等の外部からの十分な資金援助が期待でき
ない状況におけるストック資源充足の手法



のひとつに位置付けられる。 
 
（５）日本の展開 
 日本については、全国的な傾向として貯蓄
量や貯蓄率の低下が指摘されているが、貧困
世帯の貯蓄を積極的に促す政策はほとんど
ない。 

2008 年の金融危機以降、貧困問題は政府
の課題としても認識され、様々な政策が実施
された。しかし、そこで認識された貧困概念
は所得の貧困であり、資産の貧困ではない。
この点について、「How does the Japanese 
Government measure and announce its 
poverty rate?」（Social Welfare Studies）
において検討を進めた。強調するべきは、政
府の貧困認識の根拠となる公式貧困調査は
子どもを中心とした世帯を中心としている
にも関わらず、将来のストック資源を加味し
た問題把握が行われていないことは問題点
として指摘できる。また、高齢者については、
所得の貧困を中心とする公式貧困調査から
も除外されていること等も今後更に議論さ
れるべき課題といえる。 
 また、日本の金融排除論に関する予備的研
究として、「金融排除」の用語が日本におい
てどのように活用されてきたのかを明らか
にした。論文「日本における金融排除の動向
（2000-2012）」（人間発達学研究）では、国
立国会図書館のデータベースを利用して「金
融排除」の用語を主に使用している日本語論
文のレビューを行った。関連論文の多くは金
融改革または郵政民営化以降に看取できる
が、既存の社会政策と金融サービスとの関連
についてなど社会政策の観点から論じる余
地が多々残されていることが分かった。また、
日本の金融排除の典型例として多重債務が
しばしば取り上げられていることも分かっ
た。    
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